
令和４年度 指定管理業務 実績評価シート

作成年月日 令和5年6月30日

部課名 健康こども部こども家庭課

施設の設置目的

１　事業計画の実施状況

２　市民サービス向上のための取組状況

３　市民ニーズの把握の実施状況

４　施設の利用状況（利用者数、稼働率など）

５　指定管理業務の収支状況

指定期間 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで

新型コロナウイルス感染症の影響から、休館措置を行った館もあり、計画事業の中止、一部縮小や変
更を余儀なくされた事業があるが、職員による感染防止対策の徹底がなされ、概ね事業計画に基づい
た適正な管理運営を行っている。

児童館延長利用事業を実施し、利用者サービスの向上を図っている。
新型コロナウイルス感染症対策を実施のうえ、母親クラブとの連携事業を工夫しながら行い、小学校や
公民館との連携を図りながら、地域の声を聞き、事業へ取り入れた。
アンケート実施結果から見て、事業・行事への利用者の満足度が高い。

（三省児童館）
令和3年度 年間：4,539人/293日（15人/日）→令和4年度 年間：4,219人/293日（14人/日）
（船沢児童館）
令和3年度 年間：9,828人/293日（33人/日）→令和4年度 年間：8,568人/291日（29人/日）
前年度に比べ、開館日数及び利用者数が減少しているが、新型コロナウイルス感染症の影響で、休館措置を行っ
たり、濃厚接触等で、利用控えがあったものと推測される。

物価高騰の中、諸経費の削減に努め、計画的で安定した予算執行となっており、収支に黒字が見られ
る。

年度末に、利用者アンケートを実施し、利用者からの意見や要望を聞き、改善できる点は、すぐに対応
するようにしている。
施設内に意見箱を設置し、また、苦情受付については館内に掲示して周知を行っている。
いただいた要望、意見について適切に検討され、職員間での情報共有を図るなど管理運営に反映し、
適正な対応がなされている。

指定管理者名 社会福祉法人船幸会

施設名 弘前市三省児童館・弘前市船沢児童館

児童福祉法第40条に基づく施設として、児童福祉の向上に資することを
目的とする。

所在地
弘前市三省児童館…弘前市大字三世寺字月見野2番地4
弘前市船沢児童館…弘前市大字細越字早稲田42番地



６　実地調査の結果

７　成果指標の達成度

８　評価

　(1) 指定管理者の自己評価

評価区分 評価 評　価　の　説　明 今後の課題と対応

施設の運営 B

職員の接遇・研修・利用者ニーズの把握、
事業計画など概ね良好に実施できた。
コロナ禍の事業変更は早い段階で決定
し、利用者への対応ができた。

行事日程について、利用児童が
多い日など効率の良い日程で実
施すること。利用者アンケートの
意見について職員間で検討、早
期対応し、サービス向上に努め
たい。

施設の管理 B

施設・設備の環境維持、利用者の安全対
策は万全を期している。
冬場の歩道の確保や駐車場の除雪には
万全を期した。
事故や災害には、速やかに対応できるよう
職員の訓練を徹底した。

公文書などの文書の発送・収
受・保存（電子データを含めて）
の管理が必要である。（三省）施
設の老朽化が年々進み、屋外で
は安全に気を付けながら活動す
るよう指導を強化する。（船沢）
館内・周辺の安全点検は毎日実
施し、必要に応じて市へ報告す
る。清掃は丁寧に実施していく。

経理の状況 B
帳簿等の管理・整備とも適正に管理
し、経費削減に努めている。

引き続き経費の削減に努
めていきたい。

団体の財務状況 B 特に問題は感じられなかった。

　(2) 市の指定管理者に対する評価

評価区分 評価 評　価　の　説　明 今後の課題と対応

施設の運営 Ｂ

コロナ禍においても、利用者ニーズに
対応しながら、法令等の遵守、公平
性、開館時間、学校や地域と連携した
事業計画等が適切に実施されてい
る。

対象小学校のほとんどの児
童が利用登録しており、地域
に開かれた施設運営を意識
し、今後も更にサービスの向
上に努めていただく。

施設の管理 Ｂ
利用者の安全対策、施設・設備の維
持管理等が適正に実施されている。

利用者の安全確保のため、
修繕が必要な箇所等につい
ては、優先度合いが高いもの
から計画的に実施していく。

経理の状況 A
経費削減に努めており、帳簿等の整
備、経理の区分は適正であり、収支状
況は良好である。

今後も安定した収支を保ち、
適正な経理を継続していただ
く。

団体の財務状況 Ｂ
安定的な経理基盤を有し、適切なもの
となっている。

今後も安定した財務状況を
維持していただく。

利用者の安全確保を第一に考え、施設・設備の良好な維持管理が行われている。また、児童厚生施設
として必要な各事業を新型コロナウイルス感染症対策を講じながら実施するほか、利用者及び関係団
体の意見の把握、個人情報の管理、施設の効率的運用、経費削減に関する取り組み、環境への配慮
等、施設を適切に管理運営しており、児童の健全育成を通じた住民の福祉の向上に寄与している。

成果指標は施設利用満足度であり、（前年度満足度）「70.0％」に対し実績が「73.0％」で達成度は
「104.3%」となっている。



【評価の視点】

評価区分

施設の運営

施設の管理

経理の状況

団体の財務状況

【評価の基準】

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

※「団体の財務状況」の評価基準


Ｂ

Ｃ

Ｄ

協定書等の内容に対して不履行があるものや、改善がなされていないもの
があるもの

 問題がない

今後に注意を要する

早急な改善を要する

利用者の安全対策、施設・設備の維持管理、個人情報の管理、文書等の管
理、備品等の管理、緊急時対策、災害対策など

帳票等の整備、経理の区分、収支状況、経費の削減、帳簿等の保管状況な
ど

安定的な施設の管理が可能な経理的基盤を有しているか

協定書・基準書等の内容を超える管理運営が行われたと判断できるもの
　（適正な管理運営に加えて、更なる取組みや成果があると評価できるもの）

協定書・基準書等の内容を概ね適正に実施していると判断できるもの
　（軽微な改善点はあったが、速やかに改善されているもの）

協定書等の内容に対して改善点はあったが、適切な改善策が講じられてい
るもの

法令等の遵守、使用許可、市の指定事業、付随業務、自主事業、公平性、
職員配置・研修、開館時間・休館日、職員の接遇、利用者ニーズの把握・反
映、事業計画の実施状況、業務報告など

評　価　の　視　点


